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一
　
は
じ
め
に

　
一
九
一
九
年
六
月
二
八
日
、
第
一
次
大
戦
の
戦
勝
国
と
ド
イ
ツ
と
の
間
の
講
和
条
約
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
調
印
さ
れ
た
。
全
四
四

〇
条
に
及
ぶ
こ
の
講
和
条
約
は
、
第
一
次
大
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
礎
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
基
づ
く

秩
序
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
は
、
二
〇
年
と
経
た
ず
に
崩
壊
し
た
。

　
伝
統
的
に
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
の
脆
弱
性
は
、
講
和
条
約
自
体
の
構
造
的
欠
陥
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。
同
時
代
的
に
も
、
そ
の
後
の

歴
史
家
の
間
で
も
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
「
ド
イ
ツ
に
対
し
苛
酷
す
ぎ
た
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
主
流
で
あ
る
。
莫
大
な
賠
償
金
、
戦

争
責
任
の
押
し
つ
け
、
民
族
自
決
に
基
づ
か
な
い
領
土
割
譲
、
こ
う
し
た
「
苛
酷
」
な
条
項
を
含
む
講
和
条
約
が
、
ド
イ
ツ
の
社
会
と
経

済
を
不
安
定
化
さ
せ
、
秩
序
を
崩
壊
に
導
い
た
と
す
る
解
釈
は
、
同
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
最
も
一
般
的
な
解
釈
と
言
え（
1
）る。

他

方
、
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
右
派
が
唱
え
、
そ
の
後
も
一
部
の
歴
史
家
の
間
で
根
強
い
批
判
と
し
て
、
同
条
約
は
苛
酷
す
ぎ
た
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
軟
弱
す
ぎ
た
」、
も
し
く
は
「
中
途
半
端
」
だ
っ
た
と
い
う
捉
え
方
も
存
在
す
る
。
こ
の
学
派
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
、

ド
イ
ツ
を
憤
慨
さ
せ
る
一
方
で
、
十
分
な
安
全
保
障
枠
組
み
の
形
成
を
怠
っ
た
と
批
判
す（
2
）る。
い
ず
れ
の
批
判
も
、
条
約
体
制
の
崩
壊
の

原
因
を
、
条
約
自
体
の
構
造
的
欠
陥
に
求
め
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
果
た
し
て
講
和
条
約
自
体
に
全
て
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
四
四
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
官

シ
ョ
ー
ヴ
ェ
ル
（Jean Chauvel

）
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
破
綻
の
原
因
は
、
条
約
自
体
の
内
在
的
要
因
よ
り
も
、
条
約
を
維
持
す

る
た
め
に
諸
国
家
が
連
帯
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
る
べ
き
だ
と
述
べ
た
と
い（
3
）う。
近
年
、
同
時
代
を
専
門
と
す
る
歴
史
家
の
間
で
は
、

同
条
約
を
好
意
的
に
再
評
価
す
る
動
き
が
一
定
の
広
が
り
を
見
せ
て
い（
4
）る。
そ
の
よ
う
な
歴
史
家
の
一
人
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
、

ド
イ
ツ
に
軍
備
制
限
を
課
す
こ
と
で
戦
争
の
再
発
を
不
可
能
に
し
、
か
つ
、
国
際
連
盟
な
ど
の
機
構
を
通
じ
、
将
来
ド
イ
ツ
の
不
満
を
平
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和
的
に
解
決
す
る
道
も
用
意
し
て
い
た
と
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
条
約
は
決
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
運
命
を
決
定
づ
け
て
は

お
ら
ず
、
条
約
の
成
否
は
、
そ
れ
を
運
用
す
る
後
の
政
治
家
達
の
手
に
か
か
っ
て
い
た
と
い（
5
）う。

　
本
稿
の
目
的
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
自
体
の
評
価
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
同
条
約
が
な
ぜ
十
分
に
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
か
を
問（
6
）う。
そ

の
た
め
に
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
施
行
前
後
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
対
独
、
対
仏
政
策
に
着
目
す
る
。
同
条
約
の
執
行

が
困
難
を
極
め
た
原
因
と
し
て
、
ド
イ
ツ
が
履
行
に
抵
抗
し
た
こ
と
や
、
ア
メ
リ
カ
が
早
々
に
条
約
体
制
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
並
ぶ
ほ
ど
重
要
な
問
題
は
、
英
仏
が
同
条
約
の
執
行
を
め
ぐ
り
鋭
く
対
立
し
た
こ
と
で
あ
り
、
本
稿
は
こ

の
点
に
注
目
す
る
。
な
ぜ
英
仏
は
対
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
次
大
戦
後
フ
ラ
ン
ス
外
交
史
研
究
に
は
豊
富
な
蓄
積
が
あ（
7
）り、

フ
ラ
ン

ス
の
行
動
原
理
は
か
な
り
の
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
同
条
約
を
自
国
の
安
全
保
障
と
不
可
分
だ
と
認
識
し
、
ド
イ
ツ
を

抑
止
す
る
た
め
に
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
条
文
通
り
執
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
条
約
執
行
政
策
は
、

イ
ギ
リ
ス
が
条
約
執
行
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
以
上
の
こ
と
は
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な（
8
）い。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
、
ド
イ

ツ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
国
際
的
に
も
不
人
気
な
条
約
で
あ
っ
た
。
一
九
一
九
年
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
世
界
屈
指
の
影
響
力
を
誇
る
大
国
で

あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
言
動
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
の
行
く
末
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
以
下
、
ま
ず
第
二
章
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
講
和
構
想
と
、
実
際
に
起
草
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
反
応
を
検

証
す
る
。
続
く
第
三
―
四
章
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
執
行
を
め
ぐ
る
英
仏
対
立
に
焦
点
を
当
て
る
。

二
　
イ
ギ
リ
ス
の
対
独
講
和
構
想
と
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約

　
多
く
の
歴
史
家
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
外
政
策
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
島
国
だ
と
い
う
地
理
的
特
質
に
影
響
さ
れ
て
き
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
、
海
と
い
う
自
然
の
障
壁
で
守
ら
れ
な
が
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
か
ら
完
全
に
隔
離
さ
れ
た
対
外
政
策
を
行
う
に
は
、
大
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陸
か
ら
近
す
ぎ
る
距
離
に
位
置
し
て
い（
9
）た。
そ
の
た
め
、
歴
史
上
イ
ギ
リ
ス
は
、
大
陸
の
諍
い
か
ら
距
離
を
置
き
、
通
商
的
繁
栄
と
植
民

地
経
営
に
特
化
す
る
恩
恵
を
享
受
し
つ
つ
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
時
に
は
、
積
極
的
に
大
陸
情
勢
に
介
入
し
、
同
盟
を
結
び
、

時
に
は
大
陸
に
軍
を
派
遣
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
一
九
一
四
年
に
勃
発
し
た
第
一
次
大
戦
に
イ
ギ
リ
ス
が
参
戦
し
た
理
由
の
か
な
り
の
部
分
は
、
戦
略
的
判
断
に
基
づ
い
て
い
た
。
イ
ギ

リ
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
国
力
増
加
と
ド
イ
ツ
皇
帝
の
野
心
的
対
外
政
策
を
脅
威
と
認
識
し
、
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
徐
々
に
仏
露
同
盟
と
の
関

係
を
強
化
し
た
。
最
終
的
に
イ
ギ
リ
ス
が
大
戦
へ
の
参
戦
を
決
定
し
た
最
大
の
理
由
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
席
捲
を
防

ぎ
、
ベ
ル
ギ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
を
守
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
均
衡
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
っ
）
10
（

た
。

　
し
か
し
、
ひ
と
た
び
開
戦
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
第
一
次
大
戦
の
戦
争
目
的
の
説
明
に
、
戦
略
的
説
明
を
ほ
と
ん
ど
用
い
ず
、
理

念
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
勢
力
均
衡
を
守
る
た
め
で
は
な
く
、
小
国
の
権
利
や
「
条
約
の
神
聖
性
（sanctity of 

treaties

）」
を
守
る
た
め
に
開
戦
し
た
の
だ
と
説
明
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
戦
い
は
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
的
軍
国
主
義

（Prussian m
ilitarism

）」
を
撃
退
し
、
戦
争
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
の
戦
い
だ
と
正
当
化
さ
れ
）
11
（

た
。
戦
争
が
長
引
き
、

被
害
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
人
々
は
払
っ
た
犠
牲
に
意
味
を
求
め
た
。
世
界
的
規
模
で
全
般
的
軍
縮
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
広

く
囁
か
れ
）
12
（

た
。
ま
た
、
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
専
門
家
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
境
は
民
族
性
に
基
づ
い
て
書
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張

し
）
13
（
た
。
さ
ら
に
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
目
的
と
す
る
国
際
機
関
を
設
立
す
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
も
政
府
レ
ベ
ル
で
追
求
さ
れ
）
14
（
た
。
こ

れ
ら
は
、
単
な
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
い
う
枠
を
超
え
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
講
和
構
想
に
反
映
さ
れ
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
決
定
者
た
ち
は
総
じ
て
、
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
続
的
な
秩
序
と
安
定
を
も
た
ら
す
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
「
調
和
（equilibrium

）」
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
を
懸
念
す
る
こ
と
な
く
、
通
商
と
植
民

地
経
営
に
専
念
で
き
る
状
態
が
再
び
訪
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
彼
ら
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
が
確
保
さ
れ
る
限
り
に
お

い
て
、
敗
者
に
禍
根
を
残
さ
な
い
寛
大
な
講
和
を
望
ん
だ
。
英
内
閣
の
講
和
問
題
検
討
委
員
会
は
、
一
九
一
七
年
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
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て
い
る
。
連
合
国
が
大
戦
に
完
全
に
勝
利
し
た
と
し
て
も
、「
敵
国
の
国
家
的
基
盤
を
破
壊
す
る
、
な
い
し
、
軍
拡
競
争
を
復
活
さ
せ
、

い
ず
れ
再
度
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
へ
と
繫
が
り
か
ね
な
い
、
反
感
や
不
穏
の
状
態
を
生
み
出
す
こ
と
が
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
目
標
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
）
15
（
い
」。

　
一
九
一
六
年
一
二
月
に
英
首
相
に
就
任
し
た
自
由
党
政
治
家
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid Lloyd G
eorge

）
も
、
基
本
的
に
は
寛
大
な

講
和
を
望
ん
だ
。
彼
は
、
当
時
の
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
知
識
人
同
様
、
ド
イ
ツ
の
国
民
性
や
文
化
に
深
い
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
）
16
（

た
。
そ
し

て
、
ド
イ
ツ
の
指
導
者
た
ち
と
ド
イ
ツ
人
一
般
と
を
区
別
し
、
前
者
の
罪
は
追
及
す
る
べ
き
だ
が
、
後
者
と
は
和
解
す
る
べ
き
だ
と
考
え

た
。
彼
は
、
終
戦
直
後
の
総
選
挙
に
向
け
た
演
説
で
、
ド
イ
ツ
を
厳
し
く
断
罪
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
こ
と
で
悪
名
高
い
が
、
そ
れ

は
む
し
ろ
例
外
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
戦
後
秩
序
構
想
に
関
す
る
最
も
重
要
な
演
説
、
一
九
一
八
年
一
月
の
カ
ク
ス
ト
ン
・
ホ
ー
ル
演

説
に
お
い
て
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
戦
争
目
的
は
ド
イ
ツ
の
破
壊
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
人
に
「
軍
国
主
義
」
的
政
策
を

放
棄
さ
せ
る
こ
と
だ
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
彼
曰
く
、
一
世
紀
前
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
の
よ
う
な
や
り
方
は
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
新
秩
序
は
自
決
原
則
に
基
づ
く
民
主
政
府
同
士
に
よ
る
「
理
性
と
正
義
に
基
づ
く
」
体
制
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
）
17
（

た
。
ロ
イ
ド
・

ジ
ョ
ー
ジ
の
演
説
は
、
三
日
後
に
な
さ
れ
た
米
大
統
領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（W

oodrow
 W
ilson

）
の
有
名
な
「
一
四
か
条
の
平
和
原
則
」
演
説

と
か
な
り
の
程
度
類
似
し
て
い
た
。
英
米
の
講
和
構
想
の
最
大
の
相
違
点
の
一
つ
は
賠
償
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
賠
償
を
欲
し
な
か
っ

た
が
、
第
一
次
大
戦
の
交
戦
国
中
最
大
の
戦
費
を
費
や
し
、
ア
メ
リ
カ
に
多
額
の
戦
時
債
務
を
負
っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
賠
償
金
を
要
求
す

る
誘
因
が
強
か
っ
た
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、「
な
さ
れ
た
不
正
義
に
対
す
る
賠
償
は
、
永
遠
平
和
の
根
本
条
件
で
あ
る
」
と
、
カ
ク

ス
ト
ン
・
ホ
ー
ル
演
説
で
も
述
べ
て
い
）
18
（

た
。

　
一
九
一
八
年
一
一
月
、
第
一
次
大
戦
は
連
合
国
側
の
勝
利
に
終
わ
り
、
翌
年
一
月
、
パ
リ
講
和
会
議
が
開
会
し
た
。
大
戦
終
結
か
ら
連

合
国
側
の
講
和
条
件
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
の
束
の
間
の
数
か
月
間
、
世
界
は
新
時
代
の
幕
開
け
を
期
待
す
る
高
揚
に
包
ま
れ
た
。
講
和

会
議
代
表
団
員
の
多
く
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
掲
げ
る
理
想
へ
の
期
待
を
胸
に
パ
リ
へ
と
向
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
ハ
ロ
ル
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ド
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
（H

arold N
icolson

）
は
、
代
表
団
が
パ
リ
に
向
か
う
と
き
の
雰
囲
気
を
以
下
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。「
私
に
は
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
原
則
に
基
づ
い
て
平
和
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
疑
い
が
な
か
っ
た
。
私
の
自
信
を
、
こ
れ
に
は
確
信
が
あ
る
の
だ

が
、
私
と
同
年
代
同
地
位
の
同
僚
た
ち
は
共
有
し
て
い
）
19
（
た
。」

　
仏
首
相
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
（G

eorges Clem
enceau

）
も
、
英
米
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
少
な
か
ら
ず
共
感
し
、
ド
イ
ツ
の
統
一
維
持
や
、

民
族
性
に
基
づ
か
な
い
領
土
併
合
を
極
力
避
け
る
と
い
っ
た
最
も
基
本
的
な
講
和
構
想
を
共
有
し
て
い
）
20
（

た
。
そ
の
た
め
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

条
約
は
自
然
と
イ
ギ
リ
ス
の
講
和
構
想
を
相
当
程
度
反
映
し
た
講
和
条
約
と
な
っ
た
。
条
約
の
冒
頭
に
は
国
際
連
盟
規
約
が
挿
入
さ
れ
、

ド
イ
ツ
陸
軍
は
一
〇
万
人
に
制
限
さ
れ
、
参
謀
本
部
は
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
軍
備
制
限
は
世
界
的
軍
縮
を
先
導
す

る
た
め
だ
と
明
記
さ
れ
た
。
領
土
変
更
に
関
し
て
は
、
民
族
自
決
原
則
が
極
力
考
慮
さ
れ
、
ド
イ
ツ
か
ら
他
国
の
領
土
に
編
入
さ
れ
た
ド

イ
ツ
系
住
民
は
最
小
限
に
留
め
ら
れ
）
21
（

た
。
ド
イ
ツ
の
統
一
も
維
持
さ
れ
た
。
そ
の
反
面
、
総
額
が
未
確
定
の
賠
償
や
、
戦
犯
引
き
渡
し
な

ど
、
厳
し
い
条
項
も
含
ま
れ
、
物
議
を
醸
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
方
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
は
イ
ギ
リ
ス
が
強
く
反
対
し
た
条
項
も
含
ま
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
「
ラ
イ
ン
構
想
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ラ
イ
ン
川
を
ド
イ
ツ
の
西
方
国
境
と
し
、
ラ
イ
ン
西
岸
地
帯
（
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
）
を
分
離
独
立
さ
せ
（
し
か
し
併
合
は
否
定
）、
ラ
イ
ン
東
岸

を
非
武
装
化
し
、
か
つ
ラ
イ
ン
東
岸
橋
頭
堡
を
連
合
国
軍
が
恒
久
的
に
占
領
す
る
、
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
に
隣
接
し
、
半
世

紀
の
う
ち
に
二
度
も
の
侵
略
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
国
際
連
盟
や
軍
縮
だ
け
で
十
分
な
安
全
保
障
が
確
保
さ
れ
る
と
は
認
識
し
な
か
っ

た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
よ
り
確
実
な
安
全
保
障
を
求
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
ン
構
想
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
再
度
の
西
方
攻
勢
を
物
理
的
に

不
可
能
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
連
合
国
軍
が
ラ
イ
ン
橋
頭
堡
を
確
保
し
て
い
れ
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
な
ど
、
東
欧
の

新
興
国
が
ド
イ
ツ
に
よ
り
脅
か
さ
れ
た
場
合
、
即
座
に
軍
事
的
に
支
援
で
き
る
と
い
う
利
点
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
が
講
和
条
約
の

何
ら
か
の
条
項
に
違
反
し
た
場
合
、
ラ
イ
ン
東
岸
の
重
要
な
工
業
都
市
を
連
合
国
軍
が
容
易
に
保
障
占
領
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、

強
力
な
条
約
執
行
手
段
に
も
な
り
得
）
22
（
た
。
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し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
軍
縮
と
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
非
武
装
化
だ
け
で
十
分
な
安
全
が
確
保
さ
れ
る
と
判
断
し
、
ラ
イ
ン
ラ
ン

ト
の
分
離
独
立
と
連
合
国
に
よ
る
占
領
に
強
く
反
対
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
を
ド
イ
ツ
か
ら
切
り
離
し
、
軍
事
占
領

す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
し
、
紛
争
の
恒
久
的
火
種
に
な
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
英
軍
を
駐
留
さ
せ
る
こ
と
を
英
国
世
論
は
許
容
し
な
い
と
述
べ
、
強
く
抵
抗
し
）
23
（
た
。
そ
し
て
、
首
相
と
側
近
た

ち
は
「
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
覚
書
」
と
通
称
さ
れ
る
、
ド
イ
ツ
へ
の
講
和
条
件
緩
和
を
訴
え
る
有
名
な
覚
書
を
起
草
し
、
ラ
イ
ン
構
想

を
諦
め
る
よ
う
フ
ラ
ン
ス
に
圧
力
を
か
け
）
24
（
た
。

　
結
果
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
ン
構
想
は
妥
協
さ
れ
た
形
で
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
条
約
第
四

二
―
四
条
に
よ
り
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
及
び
ラ
イ
ン
川
東
岸
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
西
の
地
帯
が
恒
久
非
武
装
化
さ
れ
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
同

規
定
に
対
す
る
違
反
は
、
条
約
調
印
国
全
て
に
対
す
る
戦
争
行
為
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
第
四
二
八
―
三
二
条
に
よ

り
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
履
行
を
保
証
す
る
と
い
う
名
目
で
、
連
合
国
軍
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
及
び
ラ
イ
ン
川
東
岸
橋
頭
堡
を
一
五
年
間

占
領
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
が
条
約
を
忠
実
に
履
行
し
た
場
合
、
占
領
軍
は
五
年
ご
と
に
三
段
階
に
分
け
て
撤
退
す
る
と
定
め
ら

れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
に
、
安
全
保
障
が
不
十
分
だ
と
連
合
国
が
判
断
し
た
場
合
に
は
占
領
を
延
長
す
る
権
利
が
留
保
さ
れ
、
ド

イ
ツ
が
賠
償
不
履
行
を
起
こ
し
た
場
合
は
、
撤
退
後
で
あ
っ
て
も
再
度
占
領
は
行
わ
れ
る
と
も
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
取
り
決
め
は
、

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
安
全
保
障
面
の
根
幹
を
成
し
た
。

　
一
九
一
九
年
五
月
七
日
、
連
合
国
は
ド
イ
ツ
に
講
和
草
稿
を
提
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
代
表
団
員
の
大
半
は
連
合
国
草
稿
に

満
足
し
な
か
っ
た
。
英
財
務
省
代
表
と
し
て
パ
リ
講
和
会
議
に
参
加
し
た
ケ
イ
ン
ズ
（John M

aynard Keynes

）
は
、「
講
和
は
非
道
で
、

実
行
不
可
能
で
、
不
幸
以
外
何
も
生
み
出
さ
な
い
」
と
痛
烈
に
批
判
し
、
具
体
的
に
、
賠
償
関
連
の
取
り
決
め
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ

イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
案
を
問
題
視
し
）
25
（

た
。
ま
た
、
外
務
省
政
治
情
報
局
の
ド
イ
ツ
専
門
家
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
（G

eorge Saunders

）
は
、
同
局

副
局
長
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
＝
モ
ー
リ
ー
（Jam

es H
eadlam

-M
orley

）
宛
の
手
紙
の
中
で
、
講
和
草
稿
は
自
覚
あ
る
大
国
が
調
印
で
き
る
よ
う
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な
条
約
で
は
な
い
と
批
判
し
た
。
他
方
で
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
は
、「
連
合
国
が
あ
れ
以
上
何
を
で
き
た
の
か
正
直
な
と
こ
ろ
私
に
は
分
か
ら

な
い
」
と
も
述
べ
）
26
（

た
。
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
＝
モ
ー
リ
ー
は
、
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
の
批
判
に
同
意
し
、
様
々
な
講
和
条
件
の
「
累
積
的
影
響
は
、
ド

イ
ツ
を
あ
ま
り
に
無
力
化
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
い
か
な
る
国
家
も
受
け
入
れ
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
彼
は
ソ
ー
ン

ダ
ー
ス
の
悲
観
論
は
退
け
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
英
外
務
省
が
深
く
関
わ
っ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
領
土
関
連
の
取
り
決
め
は
、「
全
体

的
に
見
れ
ば
正
当
」
で
あ
っ
た
。
問
題
な
の
は
経
済
、
賠
償
関
連
の
取
り
決
め
で
あ
り
、
彼
曰
く
、
そ
れ
が
将
来
「
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
必
然
的
」
で
あ
っ
）
27
（
た
。

　
一
方
、
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
＝
モ
ー
リ
ー
ら
の
批
判
的
見
解
に
対
し
、
外
務
次
官
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
（Lord H

ardinge

）
や
外
務
次
官
補
ク
ロ
ウ

（Eyre Crow
e

）
は
、
講
和
条
約
の
目
的
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
覇
権
を
目
指
す
ド
イ
ツ
人
の
精
神
が
入
れ
替
わ
る
時
が
来
る
ま
で
、
ド
イ
ツ

を
抑
止
し
続
け
る
こ
と
だ
と
述
べ
、
宥
和
論
の
制
止
に
努
め
）
28
（

た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
見
解
は
イ
ギ
リ
ス
代
表
団
内
で
は
少
数
派
で
あ
っ
た
。

　
五
月
下
旬
、
ド
イ
ツ
は
、
連
合
国
側
の
講
和
条
件
に
対
し
強
い
抗
議
を
表
明
し
、
数
百
頁
に
及
ぶ
詳
細
な
反
対
提
案
書
を
提
出
し
た
。

そ
れ
を
受
け
、
五
月
三
〇
日
と
六
月
一
日
に
英
内
閣
と
英
帝
国
代
表
団
が
講
和
条
約
を
総
合
的
に
再
検
討
し
た
際
、
ほ
と
ん
ど
の
閣
僚
が

連
合
国
草
案
は
厳
し
す
ぎ
る
と
非
難
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
閣
僚
が
槍
玉
に
挙
げ
た
点
は
ば
ら
つ
い
た
。
賠
償
額
を
減
ら
す
べ
き

だ
と
主
張
す
る
声
も
あ
れ
ば
、
条
約
草
稿
全
体
に
極
め
て
批
判
的
で
あ
り
な
が
ら
賠
償
だ
け
は
擁
護
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
閣
僚
た
ち
が

意
見
を
同
じ
く
し
た
の
は
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
占
領
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
境
に
対
す
る
不
満
で
あ
っ
た
。
閣
議
は
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
期

間
を
減
ら
し
、
ド
イ
ツ
東
部
国
境
を
ド
イ
ツ
有
利
に
変
更
す
る
な
ど
の
修
正
を
講
和
会
議
に
働
き
か
け
る
よ
う
決
定
し
た
。
英
内
閣
は
、

フ
ラ
ン
ス
や
東
欧
諸
国
に
妥
協
を
迫
る
こ
と
で
講
和
条
件
の
緩
和
を
主
張
す
る
一
方
で
、
自
ら
の
国
益
に
直
結
す
る
独
海
軍
の
制
限
や
イ

ギ
リ
ス
帝
国
が
獲
得
し
た
旧
ド
イ
ツ
植
民
地
に
関
し
て
譲
歩
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
）
29
（
た
。

　
結
局
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
や
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
講
和
条
件
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
大
枠
で
五
月
七
日

の
連
合
国
草
稿
の
ま
ま
、
六
月
二
八
日
に
調
印
さ
れ
た
。
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ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
な
ど
に
見
ら
れ
る
履
行
保
証
規
定
に
拘
っ
た
こ
と
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
講
和
条
約
の
履
行
に

ド
イ
ツ
が
抵
抗
し
た
場
合
に
は
、
軍
事
的
手
段
を
用
い
て
で
も
履
行
を
強
制
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
対
照
的
に
、
イ
ギ
リ
ス

の
政
策
決
定
者
た
ち
は
、
講
和
条
約
を
自
己
執
行
的
（self-enforcing

）
な
も
の
、
す
な
わ
ち
連
合
国
が
強
制
せ
ず
と
も
ド
イ
ツ
が
自
ら

望
ん
で
履
行
す
る
前
提
で
条
約
を
起
草
し
）
30
（
た
。
今
後
イ
ギ
リ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
共
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
ド
イ
ツ
の
意
思
に
反
し
て

執
行
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
ド
イ
ツ
の
要
求
に
応
え
、
修
正
す
べ
き
点
を
修
正
す
る
の
か
と
い
う
政
策
の
選
択
を
自
ら
に
問
う
こ
と

と
な
る
。

三
　
連
合
国
会
議
に
お
け
る
条
約
執
行
を
め
ぐ
る
英
仏
論
争

㈠
　
パ
リ
、
一
九
一
九
年
七
月
―
一
九
二
〇
年
一
月

　
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
調
印
後
の
パ
リ
講
和
会
議
の
主
た
る
任
務
は
、
残
る
旧
敵
国
と
の
講
和
条
約
の
起
草
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ

ツ
と
の
停
戦
協
定
や
講
和
条
約
の
執
行
を
め
ぐ
る
問
題
も
、
時
を
経
る
ご
と
に
頻
繁
に
議
題
に
上
が
っ
た
。
例
え
ば
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条

約
に
は
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
合
併
を
禁
じ
る
条
項
が
存
在
し
た
（
第
八
〇
条
）。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
強
大
化
を
防
ぐ
た
め
の

措
置
で
あ
っ
た
が
、
民
族
自
決
原
則
に
矛
盾
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
は
不
服
で
あ
っ
た
。
一
九
一
九
年
八
月
に
制
定
さ
れ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲

法
に
は
、
将
来
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
統
合
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
文
言
が
含
ま
れ
て
お
り
（
第
六
一
条
）、
パ
リ
講
和
会
議
は
対
応
を
検

討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
英
仏
は
、
当
該
条
項
の
無
効
を
求
め
る
点
で
は
合
致
し
た
が
、
も
し
ド
イ
ツ
が
要
求
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
、
連
合
国
の
意
思
を
強
制

す
る
方
法
と
正
当
性
に
関
し
、
見
解
が
分
か
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
ラ
イ
ン
川
東
岸
の
ド
イ
ツ
都
市
を
占
領
す
る
、
な
い
し
そ
う
す
る
と
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脅
迫
す
る
こ
と
で
ド
イ
ツ
に
圧
力
を
か
け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
は
条
約
執
行
に
対
す
る
考
え
が
ま
と
ま
っ
て
い
な

か
っ
た
。
当
初
、
イ
ギ
リ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
案
に
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
起
草
の
覚
書
が
連
合
国
連
名
で
ド
イ
ツ
に
送
付

さ
れ
）
31
（
た
。
連
合
国
の
圧
力
を
前
に
、
ド
イ
ツ
は
憲
法
の
当
該
条
項
の
無
効
に
合
意
し
た
が
、
強
制
力
で
脅
し
を
か
け
る
こ
と
に
法
的
観
点

か
ら
批
判
を
加
え
る
こ
と
も
忘
れ
な
っ
）
32
（
た
。
ド
イ
ツ
の
反
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
揺
る
が
し
、
条
約
強
制
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
発
展
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
代
表
団
長
を
務
め
た
英
外
相
バ
ル
フ
ォ
ア
（Arthur Balfour

）
は
、
ド
イ
ツ
が
条
約
を
履
行
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
軍
事

的
手
段
や
海
上
封
鎖
な
ど
で
ド
イ
ツ
に
条
約
履
行
を
強
制
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
述
べ
た
。
ア
メ
リ
カ
も
イ
ギ
リ
ス
の
見
解
に
同

意
し
た
。
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
は
英
米
の
消
極
姿
勢
に
憤
り
を
隠
さ
ず
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
執
行
す
る
重
荷
が
、
フ
ラ
ン
ス
唯
一
国
に
負

わ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
不
満
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
が
意
図
的
に
講
和
条
約
に
違
反
し
、
連
合
国
の
結
束
を
試
し
て
い
る
の

だ
と
訴
え
た
。
英
米
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
主
張
を
裏
付
け
る
よ
う
な
具
体
的
な
強
制
規
定
は
講
和
条
約
に
記
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
、
フ

ラ
ン
ス
の
主
張
の
法
的
正
当
性
を
疑
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ス
は
、
問
題
の
本
質
は
法
で
は
な
く
政
治
だ
と
反
論
し
た
。
仏
外
務
省

高
官
ジ
ュ
ー
ル
・
カ
ン
ボ
ン
（Jules Cam

bon
）
は
、
ド
イ
ツ
は
条
文
解
釈
の
問
題
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
本
質
的
問
題
を
ず
ら
し
、
連

合
国
を
煙
に
巻
き
な
が
ら
着
々
と
条
約
不
履
行
の
道
を
進
む
だ
ろ
う
と
警
告
し
）
33
（
た
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
と
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
矛
盾
は

解
消
さ
れ
た
も
の
の
、
英
仏
の
条
約
強
制
に
対
す
る
考
え
方
の
大
き
な
溝
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
一
九
一
九
年
の
秋
も
深
ま
る
と
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
問
題
に
加
え
、
戦
犯
や
賠
償
の
問
題
な
ど
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
随
所
に
ド

イ
ツ
は
抵
抗
姿
勢
を
示
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
の
誠
意
へ
の
疑
念
を
強
め
た
。
そ
の
上
、
ド
イ
ツ
軍
の
バ
ル
ト
諸
国
か
ら
の
撤
兵
は
遅

れ
、
ス
カ
パ
・
フ
ロ
ー
事
）
34
（

件
に
対
す
る
補
償
に
ド
イ
ツ
が
応
じ
な
い
な
ど
、
ド
イ
ツ
は
停
戦
協
定
の
義
務
さ
え
も
完
遂
し
て
い
な
か
っ
た
。

停
戦
協
定
に
は
、
戦
闘
の
再
開
を
も
含
め
た
強
力
な
強
制
措
置
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
講
和
条
約
が
施
行
さ
れ
れ
ば
停
戦
協
定
は
効
力

を
失
い
、
連
合
国
に
与
え
ら
れ
た
合
法
的
執
行
手
段
は
大
幅
に
弱
ま
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
問
題
を
講
和
会
議
に
最
初
に
提
起
し
た
の
は
、
バ
ル
フ
ォ
ア
帰
国
後
に
イ
ギ
リ
ス
代
表
団
長
を
務
め
た
ク
ロ
ウ
で
あ
っ
）
35
（
た
。
フ 
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ラ
ン
ス
の
懸
念
を
相
当
程
度
共
有
し
て
い
た
ク
ロ
ウ
は
、
ド
イ
ツ
を
戦
略
的
に
抑
止
す
る
必
要
性
を
認
識
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
必
要
と

あ
れ
ば
強
制
手
段
の
行
使
を
も
辞
さ
ず
、
条
約
を
執
行
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
と
良
好
な
協
力
関
係
を
築
い

た
）
36
（

。
フ
ラ
ン
ス
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
に
関
す
る
議
論
の
時
と
同
様
、
ド
イ
ツ
都
市
の
占
領
な
ど
を
例
に
挙
げ
、
軍
事
的
制
裁
に
裏
打
ち

さ
れ
た
要
求
を
行
い
、
ド
イ
ツ
に
停
戦
協
定
の
履
行
を
強
制
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
ク
ロ
ウ
も
フ
ラ
ン
ス
に
同
意
し
た
。
そ
の
結
果
、

パ
リ
講
和
会
議
は
フ
ラ
ン
ス
案
に
基
づ
く
協
定
を
起
草
し
、
ド
イ
ツ
に
調
印
を
求
め
）
37
（

た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
は
、
ス
カ
パ
・
フ
ロ
ー
事
件

に
対
す
る
補
償
は
不
当
だ
と
し
、
軍
事
的
制
裁
に
よ
る
脅
迫
に
強
い
不
満
を
示
し
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
が
条
約
体
制
か
ら
離
脱
し
た
場

合
の
講
和
条
約
の
有
効
性
な
ど
に
も
疑
義
を
呈
し
、
正
式
な
回
答
を
引
き
延
ば
し
）
38
（

た
。

　
ド
イ
ツ
の
反
抗
的
姿
勢
を
受
け
、
一
二
月
一
日
、
ク
ロ
ウ
は
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
で
あ
る
仏
元
帥
フ
ォ
ッ
シ
ュ
（Ferdinand 

Foch

）
と
会
談
を
行
っ
た
。
ク
ロ
ウ
と
フ
ォ
ッ
シ
ュ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
条
約
体
制
か
ら
の
離
脱
観
測
が
ド
イ
ツ
を
強
気
に
し
て
い
る
と
い

う
認
識
で
一
致
し
た
。
そ
し
て
、
な
れ
ば
こ
そ
、
英
仏
を
中
心
と
す
る
連
合
国
は
ド
イ
ツ
に
対
し
結
束
を
示
し
、
条
約
の
執
行
を
非
妥
協

的
に
推
進
す
る
姿
勢
を
み
せ
な
け
れ
ば
ド
イ
ツ
は
折
れ
な
い
、
と
の
考
え
を
共
有
し
た
。
ク
ロ
ウ
は
そ
の
よ
う
な
見
解
を
本
国
に
具
申
し
、

英
外
務
省
は
フ
ォ
ッ
シ
ュ
と
ク
ロ
ウ
の
意
見
を
支
持
し
）
39
（
た
。
一
二
月
四
日
か
ら
六
日
に
か
け
、
パ
リ
講
和
会
議
は
停
戦
協
定
の
未
履
行
問

題
を
集
中
審
議
し
た
。
フ
ォ
ッ
シ
ュ
は
、
ド
イ
ツ
が
協
定
調
印
を
拒
否
し
た
場
合
の
軍
事
的
対
応
と
し
て
、
必
要
と
あ
ら
ば
停
戦
協
定
の

破
棄
（
戦
闘
再
開
）、
そ
れ
よ
り
も
限
定
的
な
軍
事
行
動
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
や
ル
ー
ル
地
方
の
占
領
を
提
案
し
た
。
ク
ロ
ウ
に

よ
れ
ば
、
パ
リ
講
和
会
議
の
主
要
国
代
表
は
、
実
際
に
戦
闘
再
開
に
至
る
可
能
性
は
極
め
て
低
く
、
連
合
国
の
提
示
し
た
条
件
を
執
行
す

る
強
固
な
意
思
を
ド
イ
ツ
に
示
さ
な
け
れ
ば
、
今
後
際
限
の
無
い
修
正
要
求
を
招
く
と
い
う
懸
念
を
共
有
し
）
40
（

た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、

「
ド
イ
ツ
が
こ
れ
以
上
協
定
へ
の
調
印
を
延
期
す
れ
ば
」、
連
合
国
は
、「
ド
イ
ツ
を
直
ち
に
停
戦
協
定
の
破
棄
に
直
面
さ
せ
る
決
意
が
あ

る
、
そ
の
結
果
生
じ
る
全
て
の
帰
結
と
と
も
に
」
と
い
う
文
言
で
終
わ
る
要
求
書
を
起
草
し
た
。
ク
ロ
ウ
は
、
主
要
国
代
表
は
、
連
合
国

の
連
帯
を
示
す
た
め
、
こ
の
要
求
書
を
速
や
か
に
ド
イ
ツ
に
送
付
す
る
べ
き
だ
と
全
会
一
致
し
た
と
報
告
し
、
要
求
書
送
付
の
承
認
を
首
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相
か
ら
得
る
よ
う
本
省
に
求
め
）
41
（
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
英
内
閣
の
見
解
は
パ
リ
講
和
会
議
と
大
き
く
異
な
っ
た
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
パ
リ
に
お
け
る
議
論
の
進
展
に
深
刻

な
警
戒
感
を
抱
き
、
一
二
月
六
日
夜
、
緊
急
閣
議
を
招
集
し
た
。
英
内
閣
は
、
戦
闘
再
開
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
文
言
を
問
題
視
し
、
そ

の
よ
う
な
強
硬
姿
勢
を
示
せ
ば
、
穏
健
な
現
ド
イ
ツ
政
府
の
倒
閣
を
招
き
か
ね
な
い
と
危
惧
し
た
。
そ
し
て
、
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
連
合

国
の
意
思
を
強
制
す
る
兵
力
は
足
り
て
お
ら
ず
、
再
動
員
は
よ
ほ
ど
の
理
由
が
無
い
限
り
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
と
の
見
解
を
示
し

た
。
内
閣
は
、
要
求
書
か
ら
停
戦
協
定
の
破
棄
に
関
す
る
文
言
を
削
除
す
る
べ
き
だ
と
決
定
し
）
42
（
た
。
英
内
閣
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
の

あ
ず
か
り
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
戦
闘
再
開
の
可
能
性
を
も
含
む
重
大
な
決
定
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
へ
の
大
き
な
不
満
が

あ
っ
た
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
ク
ロ
ウ
に
激
怒
し
て
い
）
43
（
た
。

　
し
か
し
、
英
内
閣
の
圧
力
を
受
け
て
も
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
は
停
戦
協
定
破
棄
に
関
す
る
警
告
文
の
完
全
な
削
除
は
行
き
過
ぎ
だ
と
反
論

し
、
表
現
を
弱
め
る
程
度
に
留
め
る
べ
き
だ
と
し
て
譲
ら
な
か
っ
）
44
（
た
。
英
内
閣
は
依
然
と
し
て
不
満
を
抱
き
つ
つ
も
、
ア
メ
リ
カ
代
表
団

の
引
き
揚
げ
前
に
要
求
書
を
送
付
す
る
重
要
性
を
認
識
し
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
案
に
合
意
す
る
こ
と
を
決
定
し
）
45
（

た
。
連
合
国
の
（
表
面
上

の
）
強
い
連
帯
を
前
に
、
ド
イ
ツ
は
無
条
件
で
連
合
国
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
。
停
戦
協
定
の
履
行
保
証
協
定
は
、
一
九
二
〇
年
一
月 

一
〇
日
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
発
効
と
同
時
に
調
印
さ
れ
）
46
（

た
。

　
条
約
体
制
の
始
動
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
決
し
て
歓
迎
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
で
は
な
か
っ
た
。
財
務
省
を
辞
職
し
た
ケ
イ
ン
ズ
が
著
し
た
条

約
批
判
の
古
典
、『
講
和
の
経
済
的
帰
結
』
は
広
く
読
ま
れ
、
多
く
の
英
国
政
府
関
係
者
が
内
々
に
同
意
と
賛
辞
の
手
紙
を
送
っ
）
47
（

た
。
英

陸
軍
参
謀
総
長
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（H

enry W
ilson

）
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
エ
ジ
プ
ト
で
手
一
杯
の
英
陸
軍
兵
力
を
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
住
民
投
票
地
域
な
ど
に
割
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
条
約
施
行
は
残
念
な
こ
と
だ
と
皮
肉
に
述
べ
）
48
（
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
脅
威
認
識
が
急
速
に
低
下
し
、
そ
れ
と
並
行
し
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
批
判
が
一
つ
の
流
行
と
な
っ
て

い
た
。
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㈡
　
ロ
ン
ド
ン
、
一
九
二
〇
年
二
月
―
三
月

　
停
戦
協
定
の
履
行
保
証
協
定
を
め
ぐ
る
交
渉
を
教
訓
に
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
英
内
閣
の
統
制
が
十
分
に
及
ば
な
い
場
で
重
要
な

決
定
が
次
々
と
な
さ
れ
る
状
態
を
終
わ
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
パ
リ
講
和
会
議
の
早
期
閉
会
を
主
張
し
た
。
そ
れ
以
後
、
講
和
条

約
の
執
行
に
関
連
す
る
テ
ク
ニ
カ
ル
な
判
断
は
パ
リ
に
設
置
さ
れ
る
大
使
会
議
が
担
い
、
高
度
な
政
治
的
決
定
は
、
連
合
国
政
府
の
直
接

交
渉
の
場
（
最
高
会
議
：Suprem

e Council

）
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
49
（

た
。
そ
し
て
、
一
九
二
〇
年
二
月
、
パ
リ
講
和
会
議
閉
会
後

初
の
最
高
会
議
が
ロ
ン
ド
ン
で
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
一
次
ロ
ン
ド
ン
会
議
と
呼
ば
れ
る
こ
の
会
議
の
主
目
的
は
、
対
ト
ル
コ
講

和
条
約
の
策
定
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
条
約
執
行
問
題
も
頻
繁
に
議
題
に
あ
が
っ
た
。

　
最
初
の
議
題
は
戦
犯
問
題
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
、
連
合
国
が
指
定
す
る
戦
犯
を
、
ド
イ
ツ
が
連
合
国
に
引
き
渡
し
、
連

合
国
内
で
裁
判
を
行
う
と
規
定
し
て
い
た
（
第
二
二
七
―
三
〇
条
）。
し
か
し
、
当
時
の
ド
イ
ツ
は
、
講
和
条
約
の
様
々
な
条
項
の
中
で
も
、

戦
犯
条
項
に
特
に
強
い
反
発
を
示
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
政
府
は
連
合
国
に
当
該
条
項
の
修
正
を
求
め
、
ド
イ
ツ
国
内
で
裁
判
を
行
う
と
す

る
代
案
を
示
し
て
い
）
50
（
た
。
ド
イ
ツ
提
案
の
受
け
入
れ
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
反
発
し
、
ド
イ

ツ
が
戦
犯
関
連
条
項
の
履
行
を
怠
る
の
で
あ
れ
ば
、
連
合
国
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
を
無
期
限
に
延
長
し
、
連
合
国
内
で
欠
席
裁
判
を

行
っ
て
で
も
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
か
ら
脱
線
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
）
51
（
た
。
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
に
代
わ
り
首
相
に
就
任
し
た
ミ
ル
ラ
ン

（Alexandre M
illerand

、
外
相
兼
任
）
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
執
行
を
め
ぐ
る
戦
い
に
お
け
る
戦
犯
問
題
が
有
す
る
象
徴
的
意
味
を
重

要
視
し
た
。
彼
は
ロ
ン
ド
ン
会
議
で
、
こ
の
よ
う
な
早
期
に
、
ド
イ
ツ
の
反
発
に
折
れ
て
条
約
を
修
正
す
れ
ば
、
今
後
際
限
の
無
い
修
正

要
求
を
招
き
か
ね
な
い
と
危
惧
を
表
明
し
）
52
（
た
。

　
一
方
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
と
バ
ル
フ
ォ
ア
の
後
任
外
相
カ
ー
ズ
ン
（Lord Curzon

）
は
、
ド
イ
ツ
提
案
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
べ

き
だ
と
主
張
し
）
53
（
た
。
戦
犯
問
題
は
、
ド
イ
ツ
人
が
強
い
反
感
を
抱
い
て
い
た
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
関
連
条
項
の
厳
密
な
執
行
は
難
航
必
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至
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
ド
イ
ツ
国
内
情
勢
の
さ
ら
な
る
不
安
定
化
を
懸
念
し
、
妥
協
す
る
べ
き
だ
と
判
断
し
た
。
イ
タ
リ
ア
が
イ
ギ

リ
ス
に
同
調
し
、
フ
ラ
ン
ス
も
戦
犯
問
題
に
関
し
て
は
粘
り
強
く
抵
抗
し
な
か
っ
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
主
張
は
採
用
さ
れ
た
。
連
合
国

は
ド
イ
ツ
提
案
の
線
に
沿
い
、
ド
イ
ツ
国
内
で
戦
犯
を
裁
く
こ
と
を
認
め
、
そ
の
旨
を
ド
イ
ツ
に
伝
え
）
54
（
た
。
結
果
的
に
、
ド
イ
ツ
は
一
九

二
一
年
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
で
い
く
つ
か
の
形
骸
的
な
戦
犯
裁
判
を
行
う
に
留
ま
っ
）
55
（
た
。
そ
れ
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
最
初
の
綻
び
で

あ
っ
た
。

　
続
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
益
と
密
接
に
結
び
付
い
た
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
石
炭
で
あ
る
。
大
戦
の
結
果
、
国
土
が
荒
廃
し
た
フ
ラ
ン

ス
や
ベ
ル
ギ
ー
の
石
炭
生
産
量
は
大
き
く
減
少
し
、
深
刻
な
石
炭
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
解
消
す
べ
く
、
現
物
賠
償
の
一
部

と
し
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
周
辺
国
へ
の
石
炭
供
給
が
約
さ
れ
て
い
た
（
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
八
編
第
五
附
属
書
、
お
よ
び
一
九
一
九
年
二
月
の
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
協
定
、
同
年
八
月
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
協
定
）。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
な
ど
に
約
束
し
た
量
の
半
分
も
供
給
で
き
ず
に

い
）
56
（
た
。
石
炭
問
題
は
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
不
信
を
一
層
高
め
）
57
（
た
。
ロ
ン
ド
ン
会
議
で
ミ
ル
ラ
ン
は
、
連
合
国
は
ル
ー
ル
地
方

を
占
領
し
、
ド
イ
ツ
か
ら
強
制
的
に
石
炭
を
徴
収
す
る
べ
き
だ
と
訴
え
た
。
し
か
し
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
強
く
反
対
し
た
。
彼
は
、

ド
イ
ツ
の
政
情
不
安
を
引
き
合
い
に
出
し
、
石
炭
供
給
不
履
行
は
不
可
抗
力
で
は
な
い
か
と
主
張
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
と
イ
タ
リ
ア
は
、
事

実
関
係
を
賠
償
委
員
会
な
ど
で
検
討
し
、
ド
イ
ツ
の
不
履
行
が
自
発
的
だ
と
い
う
確
信
が
な
い
限
り
、
ル
ー
ル
地
方
の
占
領
な
ど
と
い
う

過
激
な
行
動
は
と
れ
な
い
と
反
発
し
）
58
（
た
。
ミ
ル
ラ
ン
は
折
れ
、
問
題
は
賠
償
委
員
会
が
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も

ド
イ
ツ
の
石
炭
供
給
不
履
行
は
改
善
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
は
ル
ー
ル
地
方
の
占
領
を
主
張
し
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

　
ロ
ン
ド
ン
会
議
に
お
け
る
英
仏
論
争
の
様
子
は
報
道
を
通
じ
て
世
界
に
伝
わ
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
自
国
が
連
合
国
の
中
で
最
も

非
妥
協
的
な
国
で
あ
る
と
の
印
象
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
不
満
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
が
イ
ギ
リ
ス
に
頼
る
こ
と
で
フ 

ラ
ン
ス
に
対
抗
で
き
る
と
考
え
始
め
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し
）
59
（

た
。
イ
ギ
リ
ス
が
傍
受
し
た
連
合
国
の
動
向
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
覚
書
は
特

別
興
味
深
い
。
そ
の
長
文
の
覚
書
は
、
条
約
の
非
妥
協
的
執
行
を
訴
え
る
フ
ラ
ン
ス
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
宥
和
的
姿
勢
を
前
に
、
ロ
ン
ド
ン
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会
議
で
敗
北
を
喫
し
た
と
い
う
分
析
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
昨
今
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
の
姿
勢
、
さ
ら
に
は
ケ
イ
ン
ズ
の
著
作
を
引

き
合
い
に
出
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
い
ず
れ
講
和
条
約
の
広
範
囲
の
修
正
に
乗
り
出
す
だ
ろ
う
と
の
観
測
を
示
し
た
。
覚
書
の
著
者
は
、
こ
の

よ
う
な
状
況
を
考
え
れ
ば
、
ド
イ
ツ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
強
硬
姿
勢
に
絶
対
折
れ
て
は
な
ら
ず
、
対
英
接
近
を
図
る
べ
き
だ
と
進
言
し
た
。

ク
ロ
ウ
は
こ
の
覚
書
を
見
て
、
ド
イ
ツ
政
府
筋
の
思
考
パ
タ
ー
ン
の
解
明
に
有
益
だ
と
コ
メ
ン
ト
し
）
60
（
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
出
先
機
関

な
ど
か
ら
こ
の
よ
う
な
報
告
を
数
度
に
わ
た
り
受
け
て
い
）
61
（

た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
閣
僚
レ
ベ
ル
で
ド
イ
ツ
問
題
に
関
す
る
政
策
検
討

が
な
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

　
一
方
、
外
務
省
内
で
は
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
同
問
題
に
関
す
る
議
論
が
多
少
と
も
喚
起
さ
れ
た
が
、
見
解
は
割
れ
た
。
駐
ベ
ル
リ
ン

代
理
大
使
キ
ル
マ
ー
ノ
ッ
ク
（Lord Kilm

arnock

）
は
、
将
来
、
ド
イ
ツ
が
世
界
に
挑
戦
す
る
大
国
へ
と
再
興
す
る
可
能
性
は
十
分
に
あ

り
、
そ
の
場
合
、
ド
イ
ツ
の
国
民
性
が
良
い
方
向
へ
と
変
わ
る
可
能
性
は
か
な
り
低
い
と
の
観
測
を
示
し
た
。
ド
イ
ツ
に
は
保
守
的
国
民

性
が
根
付
い
て
お
り
、
権
威
主
義
的
な
国
家
と
な
る
可
能
性
が
高
い
と
予
測
し
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
見
過
ご
す
こ
と
は
愚
か
だ
と
警

告
し
た
。
同
時
に
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
が
提
唱
す
る
ル
ー
ル
地
方
の
占
領
を
伴
う
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
厳
格
な
執
行
政
策
に
も
反
対
を
唱

え
た
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
政
策
は
、
ド
イ
ツ
経
済
・
内
政
の
さ
ら
な
る
混
乱
を
招
き
、
そ
の
悪
影
響
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
に
波
及
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
「
安
定
し
た
調
和
（stable equilibrium
）」
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
遠
の
く
こ
と
を
危
惧
し
）
62
（

た
。
ま
た
、
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
＝

モ
ー
リ
ー
は
、
政
府
が
ド
イ
ツ
問
題
に
関
す
る
根
本
的
な
政
策
検
討
を
怠
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
二
、
三
の
覚
書
を
提
出
し
た
。
彼
自
身

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
推
進
す
る
強
硬
路
線
に
批
判
的
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
講
和
条
約
の
修
正
に
関
す
る
本
格
的
政
策
検
討
を
開
始
す

る
べ
き
だ
と
提
案
し
）
63
（

た
。
し
か
し
、
条
約
修
正
提
案
に
対
し
て
は
、
カ
ー
ズ
ン
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ク
ロ
ウ
は
揃
っ
て
反
対
を
唱
え
た
。

特
に
、
ク
ロ
ウ
は
、
条
約
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
批
判
さ
れ
、
修
正
を
求
め
る
声
が
広
ま
っ
て
い
る
現
状
を
深
刻
に
危
惧
し
た
。
こ
の
よ

う
な
風
潮
が
蔓
延
し
て
い
る
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
は
正
当
性
の
ひ
と
か
け
ら
も
な
い
と
い
う

認
識
が
拡
大
し
て
お
り
、
戦
後
秩
序
の
土
台
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
と
危
機
感
を
表
明
し
）
64
（
た
。



法学政治学論究　第94号（2012.9）

142

四
　
カ
ッ
プ
一
揆
後
の
混
乱
と
ル
ー
ル
派
兵
問
題

㈠
　
ド
イ
ツ
に
よ
る
非
武
装
地
帯
派
兵
許
可
要
求

　
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
執
行
の
様
々
な
局
面
で
衝
突
し
た
英
仏
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
軍
の
定
数
削
減
に
関
し
て
は
合
致
し
て
い
た
。
ド

イ
ツ
軍
は
、
一
九
二
〇
年
四
月
一
〇
日
ま
で
に
二
〇
万
人
に
削
減
さ
れ
、
同
年
七
月
一
〇
日
ま
で
に
、
条
約
が
規
定
す
る
一
〇
万
人
へ
と

削
減
さ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
）
65
（

た
。
連
合
国
共
同
の
圧
力
の
も
と
、
ド
イ
ツ
政
府
と
軍
上
層
部
は
軍
縮
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
が
、
軍

部
の
一
部
や
義
勇
軍
は
執
拗
に
抵
抗
し
、
進
捗
は
遅
か
っ
た
。
一
九
二
〇
年
三
月
一
二
日
深
夜
、
軍
縮
に
よ
り
自
ら
の
旗
下
部
隊
を
解
散

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
将
軍
が
、
右
派
政
治
家
カ
ッ
プ
（W

olfgang Kapp

）
と
共
謀
し
、
ベ
ル
リ
ン
で
蜂
起
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。

ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
ヴ
ァ
イ
マ
ル
政
府
は
一
時
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
へ
の
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
カ
ッ
プ
政
権
は
広
い

支
持
を
獲
得
で
き
ず
、
全
国
規
模
の
ゼ
ネ
ス
ト
の
影
響
も
あ
り
、
わ
ず
か
五
日
で
崩
壊
し
た
。

　
し
か
し
、
事
態
は
沈
静
化
す
る
に
は
程
遠
か
っ
た
。
カ
ッ
プ
一
揆
終
結
後
も
、
ル
ー
ル
地
方
な
ど
の
工
業
地
帯
で
は
ゼ
ネ
ス
ト
が
継
続

し
、
復
帰
し
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
政
府
に
行
政
改
革
や
カ
ッ
プ
一
揆
協
力
者
の
処
罰
な
ど
の
要
求
を
提
示
し
、
武
装
抵
抗
が
繰
り
広
げ
ら
れ
）
66
（
た
。

こ
の
よ
う
な
左
派
（
労
働
者
、
反
軍
国
主
義
者
、
共
産
主
義
者
な
ど
様
々
な
集
団
）
蜂
起
が
発
生
し
た
地
域
の
多
く
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約

が
定
め
る
非
武
装
地
帯
（
ラ
イ
ン
川
東
岸
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
西
）
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
政
府
は
（
当
初
カ
ッ
プ
政
府
が
、

ヴ
ァ
イ
マ
ル
政
府
も
復
帰
直
後
か
ら
）、
左
派
蜂
起
鎮
圧
の
た
め
、
ド
イ
ツ
軍
を
非
武
装
地
帯
に
派
遣
す
る
許
可
を
連
合
国
に
求
め
て
き
た
の

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
軍
が
非
武
装
地
帯
に
進
出
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
四
三
条
に
抵
触
す
る
こ
と
と
な
）
67
（

る
。
右
派
ク
ー
デ
タ
ー
か

ら
一
転
、
事
態
は
条
約
執
行
を
め
ぐ
る
英
仏
論
争
へ
と
発
展
す
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
と
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
態
の
展
開
は
執
行
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
要
求
を
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ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
抵
抗
す
る
新
た
な
意
思
表
明
と
捉
え
、
ド
イ
ツ
軍
で
は
な
く
連
合
国
軍
が
ル
ー
ル
地
方
に
進
駐
す
る
べ
き
だ
と
主

張
し
た
。
ミ
ル
ラ
ン
は
、
た
だ
で
さ
え
ド
イ
ツ
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
対
す
る
不
履
行
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
に
、
第
四
三
条
の
侵
害

ま
で
許
せ
ば
、
そ
れ
は
第
一
次
大
戦
の
戦
勝
と
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
放
棄
に
相
当
す
る
と
、
パ
リ
の
大
使
会
議
で
訴
え
た
。
彼
は
、

ル
ー
ル
動
乱
に
対
す
る
個
別
的
対
応
策
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
度
重
な
る
条
約
違
反
に
対
す
る
総
合
的
対
応
策
を
求
め
た
。
そ
の
対
応
策

と
は
、
講
和
条
約
を
強
制
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン
東
岸
ド
イ
ツ
領
土
の
占
領
で
あ
っ
）
68
（

た
。

　
イ
ギ
リ
ス
は
事
態
を
フ
ラ
ン
ス
と
は
全
く
別
の
感
覚
で
眺
め
て
い
た
。
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
当
局
者
は
、
カ
ッ
プ
一
揆
を
ド
イ
ツ
内
政
の

不
安
定
性
を
如
実
に
示
す
事
件
だ
と
受
け
取
り
、
必
要
と
あ
れ
ば
講
和
条
約
を
修
正
し
て
で
も
ヴ
ァ
イ
マ
ル
政
府
を
一
層
支
援
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
陸
相
チ
ャ
ー
チ
ル
（W
inston Churchill

）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
救
う
た
め
に
は
、
早
期
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約

を
修
正
し
、
新
生
ド
イ
ツ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
再
建
の
公
平
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
迎
え
る
べ
き
だ
と
訴
え
）
69
（

た
。
ま
た
、
陸
軍
省
か
ら
は
、

「
連
合
国
は
ド
イ
ツ
を
完
全
に
押
し
つ
ぶ
す
狂
気
の
政
策
を
放
棄
す
べ
き
だ
」
と
進
言
す
る
覚
書
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
に
も
講
和
条
約
の

修
正
の
必
要
性
が
触
れ
ら
れ
て
い
）
70
（

た
。
さ
ら
に
、
カ
ッ
プ
一
揆
に
よ
り
一
時
都
落
ち
し
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
政
府
に
随
行
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
外

交
官
は
、
左
右
両
極
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
政
府
を
支
援
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
経
済
面
で
の
条
約
修
正
の
交
渉
を
開
始

す
る
用
意
が
あ
る
と
ド
イ
ツ
に
知
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
提
案
し
）
71
（

た
。

　
本
省
の
外
務
官
僚
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
提
案
に
声
を
揃
え
て
反
対
し
た
）
72
（
が
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
履
行
を
強
く
迫
る
適
切
な
タ
イ 

ミ
ン
グ
だ
と
も
思
わ
な
か
っ
た
。
外
務
省
内
の
覚
書
で
ク
ロ
ウ
は
、
条
約
違
反
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
、
ド
イ
ツ
領
土
を
占
領
す
る
正
当

性
を
認
め
た
が
、
連
合
国
が
優
先
す
べ
き
は
ド
イ
ツ
国
内
情
勢
の
早
期
安
定
化
で
あ
り
、
今
連
合
国
軍
を
ド
イ
ツ
領
内
に
送
り
込
む
こ
と

は
危
険
だ
と
述
べ
）
73
（
た
。

　
ル
ー
ル
占
領
を
主
張
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
言
動
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
不
信
感
は
ド
イ
ツ
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
へ
と
向
け
ら
れ
た
。
英
外

務
省
中
欧
局
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ロ
ー
（Sydney W

aterlow

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
ル
ー
ル
地
方
占
領
と
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
分
離
の
た
め
の
口
実
と
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し
て
、
カ
ッ
プ
一
揆
後
の
混
乱
を
利
用
し
て
い
る
と
、
猜
疑
心
を
露
わ
に
し
）
74
（
た
。
そ
の
う
え
、
ミ
ル
ラ
ン
が
、
最
高
会
議
が
座
を
置
く 

ロ
ン
ド
ン
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
高
度
な
政
治
的
決
定
を
、
自
ら
が
議
長
を
務
め
る
パ
リ
の
大
使
会
議
で
訴
え
た
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
怒

り
に
油
を
注
い
だ
。
カ
ー
ズ
ン
は
、
ミ
ル
ラ
ン
が
大
使
会
議
の
権
限
を
拡
大
解
釈
し
、「
自
分
自
身
が
講
和
会
議
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」

振
る
舞
っ
て
い
る
と
批
判
し
）
75
（
た
。

　
最
高
会
議
を
前
に
、
内
閣
官
房
長
官
ハ
ン
キ
ー
（M

aurice H
ankey

）
は
首
相
に
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
。
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

提
案
の
背
景
に
は
二
つ
の
独
善
的
な
動
機
が
あ
る
と
分
析
し
た
。
一
つ
は
、
ド
イ
ツ
を
「
踏
み
つ
け
」、
よ
り
多
く
の
領
土
を
占
領
し
、

そ
れ
に
連
合
国
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
目
は
、
石
炭
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
）
76
（

た
。
彼
や
、
首
相
と
外
相
は
、
ド
イ
ツ
の
「
国

内
問
題
」
は
ド
イ
ツ
自
身
の
兵
力
で
解
決
す
べ
き
だ
と
い
う
認
識
で
一
致
し
て
い
た
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
違
反
に
対
す
る
懸
念
よ
り
も
、

ド
イ
ツ
の
治
安
回
復
が
優
先
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
三
月
一
八
日
、
最
高
会
議
の
会
合
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
派
兵
提
案
の
条

件
付
き
受
諾
を
主
張
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
代
表
は
ド
イ
ツ
軍
を
非
武
装
地
帯
に
送
り
込
む
こ
と
に
警
戒
感
を
示
し
た
が
、
日
伊
の
代
表
は
イ

ギ
リ
ス
案
を
支
持
し
）
77
（

た
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
反
対
を
受
け
、
フ
ラ
ン
ス
は
計
画
を
修
正
し
た
。
三
月
二
一
日
、
当
初
訴
え
て
い
た
連
合
国
軍
に
よ
る
ル
ー
ル
占
領
案
を

引
込
め
、
ド
イ
ツ
軍
の
ル
ー
ル
進
出
を
認
め
る
交
換
条
件
と
し
て
、
ル
ー
ル
地
方
か
ら
離
れ
た
ラ
イ
ン
東
岸
の
ド
イ
ツ
都
市
を
保
障
占
領

し
、
短
期
間
で
両
軍
と
も
撤
退
す
る
と
い
う
提
案
を
行
っ
）
78
（
た
。
し
か
し
、
こ
の
新
提
案
も
イ
ギ
リ
ス
を
説
得
で
き
な
か
っ
た
。
唯
一
、
外

務
省
中
欧
局
長
フ
ィ
ッ
プ
ス
（Eric Phipps

）
だ
け
が
フ
ラ
ン
ス
提
案
を
好
意
的
に
受
け
止
め
た
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
軍
の
非
武
装
地
帯
進

出
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
政
府
を
弱
体
化
さ
せ
る
リ
ス
ク
を
背
負
っ
て
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
が
提
案
す
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
都
市
を

保
障
占
領
し
た
ほ
う
が
賢
明
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
）
79
（
た
。
一
方
、
ク
ロ
ウ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
は
非
武
装
地
帯
に
連
合
国
軍
を
送
る
点

で
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
既
に
混
乱
し
て
い
る
ド
イ
ツ
情
勢
に
拍
車
を
か
け
る
と
反
対
し
た
。
他
方
で
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

目
的
は
ラ
イ
ン
右
岸
の
複
数
都
市
の
恒
久
占
領
に
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
混
乱
を
助
長
し
、
ド
イ
ツ
を
さ
ら
に
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
、
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露
骨
な
不
信
感
を
示
し
）
80
（
た
。
カ
ー
ズ
ン
と
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
も
、
現
時
点
に
お
い
て
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
政
府
の
支
援
が
何
よ
り
も
優
先
さ

れ
る
と
判
断
し
、
最
高
会
議
で
フ
ラ
ン
ス
の
新
提
案
を
退
け
）
81
（

た
。
議
論
は
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
な
ど
数

都
市
を
保
障
占
領
す
る
と
い
う
案
を
譲
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
は
占
領
に
強
い
抵
抗
を
示
し
た
。

　
三
月
末
、
ド
イ
ツ
は
再
度
独
軍
の
派
遣
許
可
を
求
め
、
仏
独
の
直
接
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
独
軍
派
遣
を
認
め
る
条
件
と

し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
他
数
都
市
の
占
領
案
を
再
提
示
し
、
占
領
期
間
や
条
件
に
関
し
議
論
さ
れ
た
が
、
結
局
決
裂
し
）
82
（

た
。
イ
ギ
リ
ス

の
頭
越
し
に
行
わ
れ
た
仏
独
直
接
交
渉
の
情
報
が
新
聞
な
ど
を
通
し
て
伝
わ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
憤
慨
し
）
83
（
た
。
カ
ー
ズ
ン
は
、
極
め
て
強
い

語
調
で
フ
ラ
ン
ス
に
再
考
を
迫
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
が
単
独
行
動
を
続
け
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
対
仏
協
力
政
策
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ず
、
占
領
地
域
か
ら
の
英
軍
の

完
全
な
撤
退
も
真
剣
に
検
討
し
、
我
々
が
相
談
す
ら
受
け
て
い
な
い
行
動
か
ら
生
じ
る
結
果
に
対
し
一
切
責
任
を
共
有
し
な
）
84
（

い
。

　
そ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ス
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
四
二
―
四
条
は
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
保
障
の
根
幹
で
あ
り
、
保
障
占
領
無
し
に
大
規

模
な
ド
イ
ツ
軍
の
非
武
装
地
帯
進
出
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
反
論
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
協
力
を
求
め
）
85
（
た
。

　
四
月
三
日
、
ド
イ
ツ
は
つ
い
に
連
合
国
の
同
意
を
得
ぬ
ま
ま
ル
ー
ル
地
方
に
増
派
を
行
っ
）
86
（

た
。

㈡
　
仏
白
軍
に
よ
る
五
都
市
占
領
と
イ
ギ
リ
ス
の
反
応

　
ド
イ
ツ
軍
の
非
武
装
地
帯
進
出
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
四
三
条
の
違
反
を
宣
告
し
、
第
四
四
条
に
基
づ
き
対
処

行
動
を
取
る
こ
と
を
決
め
、
イ
ギ
リ
ス
も
行
動
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
に
自
制
を
求
め
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
方
針

は
既
に
固
ま
っ
て
い
）
87
（

た
。
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四
月
六
日
未
明
、
フ
ラ
ン
ス
軍
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
、
ハ
ー
ナ
ウ
、
ホ
ン
ブ
ル
ク
、
デ
ィ
ー
ブ
ル
ク
の
五
都

市
を
無
血
占
領
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
軍
事
行
動
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
明
ら
か
に
違
反
し
、
安
全
保
障
上
の
脅
威
で
も
あ

る
こ
と
か
ら
一
刻
の
猶
予
も
無
か
っ
た
と
行
動
を
正
当
化
し
）
88
（
た
。
ベ
ル
ギ
ー
も
フ
ラ
ン
ス
と
共
に
部
隊
を
派
遣
し
）
89
（
た
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス

政
府
は
ド
イ
ツ
の
行
動
は
非
難
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
単
独
行
動
」
に
激
怒
し
、
英
仏
関
係
は
一
九
〇
四
年
の
協
商
締
結
以
来
最
悪
の
状

態
へ
と
陥
っ
た
。

　
英
連
立
政
権
の
ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
、
保
守
党
党
首
ボ
ナ
ー
・
ロ
ウ
（Andrew

 Bonar Law

）
は
、
大
戦
勃
発
以
来
、
重
要
な
問
題
で
同
盟

国
が
他
の
同
盟
国
の
表
明
さ
れ
た
意
思
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
行
動
を
と
っ
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
と
愕
然
と
し
）
90
（

た
。
彼
は
、
首
相

が
何
か
「
極
め
て
過
激
」
な
対
応
を
と
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
が
、
ハ
ン
キ
ー
は
む
し
ろ
そ
れ
を
望
ん
だ
。

ケ
ル
ン
か
ら
我
々
の
兵
員
を
引
き
揚
げ
ら
れ
れ
ば
ど
れ
ほ
ど
ほ
っ
と
す
る
こ
と
か
。
な
に
し
ろ
こ
の
不
快
な
大
陸
関
与
は
常
に
私
の
悪
夢
な
の
だ
。
そ

の
う
え
、
こ
の
事
件
は
、
と
て
も
挑
発
的
な
人
々
（a very provocative people

）
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
せ
い
で
、
新
た
な
戦
争
に
引
き
ず
り
込

ま
れ
る
危
険
性
を
示
し
て
い
）
91
（

る
。

ま
た
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
部
と
の
会
談
の
な
か
で
、「
フ
ラ
ン
ス
が
敗
者
に
対
し
横
暴
な
態
度
を
と
り
、
ド
イ
ツ
ほ
ど
の
国

に
自
国
領
の
治
安
維
持
と
繁
栄
の
機
会
も
与
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
感
情
を
敵
に
回
す
こ
と
に
な
る
」
と
警
告
し
）
92
（

た
。

　
ク
ロ
ウ
は
、
英
仏
関
係
の
深
刻
な
危
機
を
感
じ
、
そ
れ
を
救
う
た
め
の
覚
書
を
綴
っ
た
。
彼
は
イ
ギ
リ
ス
が
と
り
う
る
政
策
を
二
つ
に

整
理
し
た
。
一
つ
は
、
英
仏
の
完
全
な
決
裂
へ
と
進
む
道
で
あ
り
、
将
来
イ
ギ
リ
ス
が
独
自
の
政
策
を
追
求
す
る
「
英
雄
的
」
路
線
で
あ

る
。
二
つ
目
は
、
こ
の
危
機
を
む
し
ろ
利
用
し
、
英
仏
関
係
を
強
化
す
る
路
線
で
あ
り
、
ク
ロ
ウ
が
推
奨
す
る
政
策
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
の
協
力
を
必
要
と
し
て
お
り
、
今
フ
ラ
ン
ス
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
英
仏
関
係
を
強
化
す
れ
ば
、
将
来
ト
ル
コ
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や
タ
ン
ジ
ー
ル
と
い
っ
た
英
仏
の
合
意
を
必
要
と
す
る
諸
問
題
で
、
イ
ギ
リ
ス
優
位
の
結
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
、
お
そ
ら
く
帝
国

政
策
に
主
眼
を
置
く
カ
ー
ズ
ン
の
目
を
引
く
た
め
に
説
い
）
93
（

た
。
し
か
し
、
カ
ー
ズ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
重
大
な
背
信
を
行
っ
た
フ
ラ
ン
ス

と
関
係
改
善
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
と
反
発
し
た
。
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
問
題
に
関
し
イ
ギ
リ
ス
に
有
利
な
決
定
を
引
き
出
す
点
に

は
一
理
を
認
め
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
と
安
全
保
障
条
約
を
結
ぶ
な
ど
の
話
は
白
紙
に
戻
さ
れ
る
と
述
べ
）
94
（
た
。

　
四
月
八
日
、
英
内
閣
は
カ
ッ
プ
一
揆
発
生
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
に
関
す
る
初
め
て
の
閣
議
を
開
い
た
。
内
閣
は
一
様
に
フ
ラ
ン
ス

の
行
動
を
非
難
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
発
言
が
議
事
の
大
半
を
占
め
た
。
彼
は
、
ル
ー
ル
地
方
を
南
ウ
ェ
ー
ル
ズ

に
例
え
、
そ
こ
で
動
乱
が
起
こ
っ
た
と
し
て
、
軍
を
派
遣
し
て
何
が
悪
い
の
だ
と
述
べ
、
ド
イ
ツ
の
行
動
を
正
当
化
し
た
。
そ
し
て
、

「
フ
ラ
ン
ス
の
行
動
の
結
果
、
我
々
は
い
つ
か
ド
イ
ツ
と
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
危
惧
を
表
明
し
た
。
さ
ら
に
、

大
使
会
議
や
軍
備
管
理
員
会
と
い
っ
た
条
約
執
行
機
関
の
活
動
を
停
止
す
る
べ
き
だ
と
訴
え
た
。
カ
ー
ズ
ン
も
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
不
信

を
隠
さ
な
か
っ
た
が
、
ク
ロ
ウ
の
助
言
を
聞
き
入
れ
、
一
〇
日
後
に
サ
ン
レ
モ
で
の
連
合
国
会
議
を
控
え
た
状
況
下
、
ト
ル
コ
や
タ
ン

ジ
ー
ル
な
ど
に
関
す
る
問
題
も
抱
え
て
お
り
、
対
仏
交
渉
は
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
首
相
を
な
だ
め
た
。
し
か
し
、
首
相
の
怒
り

は
収
ま
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
公
式
に
抗
議
を
表
明
し
、
パ
リ
の
大
使
会
議
か
ら
英
代
表
を
暫
く
引
き
揚
げ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
）
95
（
た
。

　
首
相
を
は
じ
め
と
す
る
英
閣
僚
た
ち
は
、
ド
イ
ツ
の
派
兵
先
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
設
定
す
る
非
武
装
地
帯
だ
と
い
う
こ
と
を
問
題

視
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
非
武
装
地
帯
は
「
ド
イ
ツ
の
裏
庭
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
自
国
軍
を
派
遣
す
る
こ
と
は
当
然
だ
と
い
う
態
度
を

と
っ
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
動
が
、
ド
イ
ツ
内
政
の
一
層
の
混
乱
を
招
く
こ
と
を
恐
れ
、
フ
ラ
ン
ス
が
イ
ギ
リ
ス
の
助
言
を
聞
き

入
れ
ず
、「
単
独
行
動
」
を
と
っ
た
こ
と
に
憤
慨
し
た
。
ゆ
え
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
五
都
市
か
ら
早
期
に
撤
退
す
る
こ

と
と
、
二
度
と
単
独
行
動
を
と
ら
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
よ
う
に
重
ね
て
フ
ラ
ン
ス
に
要
求
し
）
96
（
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
度
重
な
る
圧
力
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
が
非
武
装
地
帯
か
ら
無
許
可
の
兵
員
を
引
き
揚
げ
れ
ば
、
フ
ラ
ン

ス
も
直
ち
に
五
都
市
か
ら
兵
を
引
き
揚
げ
る
こ
と
と
、
今
後
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
執
行
に
問
題
が
生
じ
た
場
合
は
、
連
合
国
の
合
意
の



法学政治学論究　第94号（2012.9）

148

も
と
で
行
動
す
る
と
約
束
し
）
97
（
た
。
そ
れ
で
も
、
ミ
ル
ラ
ン
は
議
会
演
説
で
、
非
武
装
地
帯
へ
の
ド
イ
ツ
軍
の
増
派
は
、
明
確
に
ヴ
ェ
ル
サ

イ
ユ
条
約
に
違
反
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
が
協
力
し
な
か
っ
た
こ
と
に
不
満
を
漏
ら
し
）
98
（

た
。
非
武
装
地
帯
か
ら
の
ド
イ
ツ
軍

の
撤
兵
を
見
届
け
、
仏
白
軍
は
五
月
一
七
日
に
五
都
市
か
ら
引
き
揚
げ
た
。

　
サ
ン
レ
モ
で
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
ド
イ
ツ
を
め
ぐ
る
昨
今
の
英
仏
間
の
問
題
を
整
理
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
ド
イ

ツ
政
策
は
明
瞭
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
不
履
行
に
対
処
す
る
確
固
と
し
た
行
動
計
画
が
あ
っ
た
。
対
照
的
に
、
イ
ギ
リ

ス
に
は
具
体
的
な
ド
イ
ツ
政
策
が
な
く
、
イ
ベ
ン
ト
に
流
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
軍
事
力
を
背
景
に
ド
イ
ツ
に

条
約
履
行
を
強
制
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
条
約
不
履
行
に
目
を
つ
ぶ
り
、
ド
イ
ツ
を
「
友
や
兄
弟
」
の
よ
う
に
扱
う
の
か
を
選
ぶ
時
が
来

た
の
だ
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
述
べ
）
99
（
た
。

五
　
お
わ
り
に

　
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
提
起
し
た
問
題
に
イ
ギ
リ
ス
が
明
確
な
答
え
を
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
講
和
条
約
が
調
印
さ
れ
て
以
来
、

イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
執
行
と
不
安
定
な
ド
イ
ツ
国
内
情
勢
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
悩
ま
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
講

和
条
約
の
履
行
を
ド
イ
ツ
に
強
く
迫
れ
ば
、
穏
健
な
ヴ
ァ
イ
マ
ル
政
府
の
倒
閣
を
招
き
か
ね
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
復
興
が
一
層
遠
の
く
こ

と
を
恐
れ
た
。
反
面
、
施
行
間
も
な
い
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
修
正
す
る
こ
と
は
、
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
で
あ
っ
た
。
同
条
約
の
一

部
分
で
も
ド
イ
ツ
有
利
に
緩
和
す
れ
ば
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
や
東
欧
諸
国
な
ど
講
和
の
受
益
国
の
利
益
を
損
な
う
こ
と
と
な
る
。
ド
イ
ツ

と
周
辺
国
が
皆
納
得
で
き
る
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
代
替
す
る
新
し
い
秩
序
枠
組
み
を
作
る
こ
と
は
、
決
し
て
簡
単
な
課
題
で
は
な

か
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
ロ
カ
ル
ノ
期
の
束
の
間
の
安
寧
を
例
外
と
す
れ
ば
、
戦
間
期
を
通
し
て
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
代
替
す
る
持

続
的
な
枠
組
み
が
作
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
が
不
安
定
化
し
た
大
き
な
原
因
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
主
た
る
執
行
者
で
あ
る
英
仏
が
連
携
で
き
な
か
っ
た

こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
領
土
を
実
力
占
領
し
て
で
も
講
和
条
約
を
条
文
通
り
履
行
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
一
方
で
イ

ギ
リ
ス
は
、
実
力
行
使
は
不
適
切
だ
と
考
え
、
ド
イ
ツ
の
国
内
情
勢
に
配
慮
す
べ
き
だ
と
訴
え
た
。
こ
の
よ
う
な
英
仏
対
立
の
構
図
は
、

パ
リ
講
和
会
議
、
第
一
次
ロ
ン
ド
ン
会
議
、
カ
ッ
プ
一
揆
後
の
ル
ー
ル
派
兵
を
め
ぐ
る
交
渉
、
こ
れ
ら
全
て
を
通
し
て
一
貫
し
て
い
た
。

英
仏
は
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
脅
威
認
識
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
観
、
軍
事
的
手
段
を
行
使
す
る
こ
と
に
対
す
る
考
え
方
が
鋭
く
相
克
し
、

両
者
の
政
策
協
力
を
妨
げ
た
。
同
時
代
の
と
あ
る
ス
ペ
イ
ン
の
外
交
官
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
英
仏
を
目
と
目
を
合
わ
せ
る
直
接
交
渉

の
場
に
着
か
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
た
だ
し
彼
ら
の
目
が
違
い
す
ぎ
る
」
の
で
あ
っ
）
100
（

た
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
狙
い
は
、
大
戦
中
か
ら
一
貫
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
「
調
和
」
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
初
め
て

イ
ギ
リ
ス
は
、
不
本
意
な
大
規
模
大
陸
関
与
か
ら
解
放
さ
れ
、
通
商
と
植
民
地
経
営
に
専
念
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
ド
イ

ツ
と
の
和
解
が
鍵
に
な
る
と
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
関
係
者
は
認
識
し
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
、
ロ
シ
ア
や
中
東
欧
の
政
情
不
安
を
防
ぐ
最
良

の
手
は
、
ド
イ
ツ
を
、「
隣
国
の
富
の
創
造
者
で
あ
り
、
ま
と
め
役
と
し
て
の
地
位
」
に
復
活
さ
せ
る
こ
と
だ
と
説
い
た
）
101
（

が
、
当
時
イ
ギ

リ
ス
の
エ
リ
ー
ト
の
多
く
が
こ
の
よ
う
な
世
界
観
を
共
有
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
ド
イ
ツ
に
対
し
厳
し
す
ぎ
る
と

認
識
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
復
興
の
阻
害
要
因
だ
と
考
え
た
。

　
そ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
、
非
妥
協
的
に
、
軍
事
的
手
段
を
用
い
て
ま
で
執
行
し
よ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
、
多
く
の

イ
ギ
リ
ス
人
は
不
信
感
を
募
ら
せ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
当
局
者
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
動
は
ド
イ
ツ
を
一
層
不
安
定
化
さ
せ
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
「
常
態
」
復
帰
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
と
懸
念
し
た
。
特
に
、
カ
ッ
プ
一
揆
後
の
混
乱
の
渦
中
に
ド
イ
ツ
都
市
を
占
領
す
る
と
い
う

フ
ラ
ン
ス
の
行
動
に
は
、
首
相
を
は
じ
め
と
す
る
ほ
と
ん
ど
の
閣
僚
と
多
く
の
外
務
官
僚
が
不
快
感
を
示
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
代
わ
る
秩
序
枠
組
み
が
存
在
し
な
い
以
上
、
少
な
く
と
も
当
面
の
間
、
同
条
約
は
執
行
さ
れ

る
必
要
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
次
大
戦
後
の
困
難
な
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
経
済
的
復
活
を
核
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と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
復
興
と
、
復
活
し
た
ド
イ
ツ
が
周
辺
国
の
軍
事
的
脅
威
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
る
拘
束
を
維
持

す
る
こ
と
を
両
輪
と
す
る
政
策
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
硬
軟
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
政
策
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
続
的

な
平
和
と
安
定
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
生
じ
得
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
ド
イ
ツ
の
目
先
の
安
定
化
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
条
約
執
行
の

長
期
的
重
要
性
を
軽
ん
じ
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

〔
付
記
〕
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（「
特
別
研
究
員
奨
励
費
」
課
題
番
号11J06571

）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）  

古
典
的
例
と
し
て
、John M

aynard Keynes, The Econom
ic Consequences of the Peace （London: M

acM
illan, 1919

）。「
苛
酷
」
派

の
解
釈
は
現
在
の
事
実
上
の
通
説
だ
と
い
え
る
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
「
苛
酷
」
だ
と
い
う
集
合
的
記
憶
の
形
成
に
関
し
て
は
、W

illiam
 R. 

Keylor, 

‘Versailles and International D
iplom

acy

’; G
ordon M

artel, 

‘A Com
m
ent,

’ in M
anfred Boem

eke, G
erald Feldm

an and 
Elisabeth G

laser, eds., The Treaty of Versailles: A
 Reassessm

ent after 75 Years 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 

1998

） ﹇75 Years

﹈ 

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）  

古
く
は
、Jacques Bainville, Les Conséquences politiques de la paix （Paris: Arthèm

e Fayard, 1920

）。「
軟
弱
／
中
途
半
端
」
派
の

解
釈
を
唱
え
る
近
年
の
例
と
し
て
は
、H

enry A. Kissinger, D
iplom

acy （N
ew
 York: Sim

on &
 Schuster, 1994

）, pp. 239 -45

。

（
3
）  P. M

. H
. Bell, France and Britain 1900 -1940: Entente and Estrangem

ent （London: Longm
an, 1996

）, p. 132.

（
4
）  75 Years; Zara Steiner, 

‘The Treaty of Versailles Revisited,

’ in M
ichael D

ockrill and John Fisher, eds., The Paris Peace Con-
ference, 1919: Peace without V

ictory? （Basingstoke: Palgrave, 2001

）.

（
5
）  D

avid Stevenson, Cataclysm
: The First W

orld W
ar as Political Tragedy （N

ew
 York: Basic Books, 2004

）, p. 430.

（
6
）  

パ
リ
講
和
会
議
に
関
す
る
膨
大
な
量
の
研
究
と
比
較
し
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
執
行
に
関
す
る
研
究
は
依
然
と
し
て
手
薄
で
あ
る
。
同
条
約

の
執
行
問
題
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
近
年
の
研
究
と
し
て
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。Alan Sharp, 

‘The Enforcem
ent of the 

Treaty of Versailles, 1919 -1923,

’ in Conan Fischer and Alan Sharp, eds., A
fter the Versailles Treaty: Enforcem

ent, Com
pliance, 

Contested Identities 

（London: Routledge, 2008

）.

同
研
究
は
、
ド
イ
ツ
の
条
約
違
反
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
制
裁
規
定
の
少
な
さ
を

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
大
き
な
欠
点
だ
と
指
摘
す
る
。
同
条
約
の
制
裁
規
定
が
不
十
分
な
こ
と
は
事
実
だ
が
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
講
和
条
約
に
当
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て
は
ま
る
批
判
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
講
和
条
約
の
執
行
は
、
究
極
的
に
は
調
印
各
国
の
政
治
的
意
思
に
依
存
す
る
。
ゆ
え
に
本
稿
は
問
題
の
政

治
性
を
よ
り
重
視
す
る
。

（
7
）  

例
え
ば
、
英
語
文
献
を
中
心
に
見
て
も
、
下
記
の
よ
う
な
多
数
の
先
行
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。Stephen A. Schuker, The End of French 

Predom
inance in Europe: The Financial Crisis of 1924 and the A

doption of the D
awes Plan 

（Chapel H
ill: U

niversity of N
orth 

Carolina Press, 1976

）; Jacques Bariéty, Les relations franco-allem
andes après la prem

ière guerre m
ondiale （Paris: Editions Pe-

done, 1977

）; W
alter A. M

cD
ougal, France

’s Rhineland D
iplom

acy, 1914 -1924: The Last Bid for a Balance of Power in Europe 

（Princeton: Princeton U
niversity Press, 1978

）; M
arc Trachtenberg, Reparation in W

orld Politics: France and European Eco-
nom
ic D
iplom

acy, 1916 -1923 （N
ew
 York: Colum

bia U
niversity Press, 1980

）; D
avid Stevenson, French W

ar A
im
s against G

er-
m
any, 1914 -1919 

（O
xford: Clarendon Press, 1982

）; Jon Jacobson, 

‘Strategies of French Foreign Policy after W
orld W

ar I,

’ 
The Journal of M

odern H
istory, 55:1 （1983

）, pp. 78 -95; Stanislas Jeannesson, Poincaré, la France et la Ruhr, 1922 -1924: H
is-

toire d

’une occupation 
（Strasbourg: Presses U

niversitaires de Strasbourg, 1998

）; Peter Jackson, 

‘Politics, Culture, and the Se-
curity of France: A Reinterpretation of French Foreign and Security Policy after the First W

orld W
ar,

’ French H
istorical Stu- 

dies, 34:4 

（2011

）, pp. 577 -610. 
大
井
孝
『
欧
州
の
国
際
関
係
、
一
九
一
九
―
一
九
四
六

―
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
視
角
か
ら
』（
た
ち
ば
な
出

版
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
8
）  

イ
ギ
リ
ス
の
条
約
執
行
政
策
は
、F. S. N

orthedge, The Troubled G
iant: Britain am

ong the G
reat Powers 1916 -1939 

（London: 
Bell &

 Sons, 1966

）, ch. 7

に
お
い
て
一
章
が
割
か
れ
て
以
来
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
前
後
の
時
期
に
対
す
る
研
究
の
集

中
と
比
較
し
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
調
印
直
後
（
一
九
一
九
年
七
月
―
一
九
二
〇
年
）
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
は
研
究
上
の
空
白
と
な
っ
て
い
る
。
既

存
研
究
の
例
と
し
て
、Anne O

rde, G
reat Britain and International Security 1920 -1926 

（London: Royal H
istory Society, 1978

）; 
British Policy and European Reconstruction after the First W

orld W
ar （Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity Press, 1990

）; Lorna 
S. Jaffe, The D
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